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町税の口座振替領収済通知書の

配布について
　町税（固定資産税、町県民税普通徴収、国民健康保険税）の

口座振替領収済通知書の配布を、令和６年度で終了します。令

和７年度からは通帳等での確認をお願いします。

　引き続き、通知書の発行をご希望の方にのみ発行（郵送）し

ますので、ご希望の方は令和７年度末（令和８年３月以降）に

税務会計課までご連絡ください。

　なお、軽自動車税の口座振替をご利用の方へは、来年度以降

も引き続き郵送します。

【問い合わせ先】　税務会計課・収納担当(☎４６－４７３７)

　

介護保険料に係る
所得段階等の調整について

　二戸地区広域行政事務組合では、老齢基礎年金額変更に伴

い、第１号被保険者（６５歳以上）の方々に不利益が生じない

よう、４月からの介護保険料の所得基準額を調整します。な

お、このことによる新たな申請の必要はありません。詳細につ

いては、二戸地区広域行政事務組合ホームページをご確認くだ

さい。

【問い合わせ先】

　健康福祉課・福祉担当(☎４６－４７３６)

　二戸地区広域行政事務組合　介護保険推進室

　(☎２３－７７７２)

　

軽米町福祉タクシー助成券
について

■助成となる方

　①身障手帳１級・２級、療育手帳Ａの交付を受けている方

※自動車税・軽自動車税の減免を受けている方は対象外です。

　②８０歳以上のひとり暮らしの方

※同居世帯員が病院や介護施設等へ６ヶ月以上入院（入所）中

のため一人で暮らしている８０歳以上の方も対象となります。

※独立して生計を営んでいる場合でも、子や孫等親族と同一家

屋又は同一敷地内若しくは隣接敷地に居住している場合は対象

外です。

※申請する際、担当地区の民生委員の証明が必要です。

■助成内容　

　町内のタクシー会社を利用の際に助成券１枚で、７１０円ま

で割引になります。

■交付枚数　　

　１年間あたり２４枚

 （申請月により交付枚数は異なります。）

■有効期間　　

　助成券の交付を受けた日から令和８年３月３１日まで

■申請に必要なもの

　①に該当する方　申請書、印鑑、障害程度を確認できる手帳

　②に該当する方　申請書、印鑑、民生委員の証明

※令和６年度以前から利用している方も申請が必要です。

※申請書は健康福祉課、各出張所にあります。

■申請場所　健康福祉課（軽米町役場１階）

■受付期間　

　令和７年４月１日～令和８年３月３１日　

 （土、日、祝日を除く　８：３０～１７：１５）

【問い合わせ先】　健康福祉課・福祉担当(☎４６－４７３６)

　

男性の料理教室のお知らせ
　「自分が食べたい食事を自分の手で作れる」ことを目指し

て、男性限定の料理教室を開催します。

■日　時　４月１７日(木)　１０：００～１３：００

■会　場　健康ふれあいセンター

■参加費　無料

■内　容　和食に挑戦！「ごはんとおかず」

■持ち物　米１合、エプロン、三角巾かバンダナ

■参加申込み　

　４月１４日(月)までに電話で申し込みください。

【問い合わせ先】

　健康福祉課・福祉担当(☎４６－４７３６)

　

児童手当の手続きについて

　３月、４月は異動の時期です。１８歳未満の子どもを養育し

ている方で下記に該当する場合、忘れずに児童手当の手続きを

行いましょう。

■受給資格がなくなる方

　・軽米町から他の市町村へ引越しする方

　・公務員になる方

■受給資格を得る方

　・他の市町村から軽米町へ引越しする方

　・公務員を退職された方

※児童手当は申請手続きした月の翌月分からの支給となりま

す。

※公務員になる方、退職された方は、軽米町への手続きのほか

に、所属庁への手続きも必要となります。

【問い合わせ先】

　健康福祉課・福祉担当(☎４６－４７３６)

再掲載
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令和７年度　一日人間ドック受診者募集のご案内
　次のとおり、一日人間ドック受診者を募集します。みなさま

の健康管理にご活用ください。

■受診日程と申込締切

受診日程【送迎あり】 申込締切

令和７年６月１０日(火) 令和７年５月２０日(火)

令和７年１１月２１日(金) 令和７年１０月３１日(金)

※上記日程以外の受診も可能です。（日程要相談。送迎はあり

ません）

■受診場所

　ＪＡ岩手県厚生連　人間ドックセンター(盛岡市永井14-42)

■検査内容・検査料金(税込)

①ＪＡ取扱基本料金：男性45,100円、女性45,650円

②オプション検査

検査項目 検査料金

脳ＭＲＩ・ＭＲＡ検査 ３９，６００円

心臓・頸動脈超音波検査 １６，５００円

ホルター心電図検査 １８，７００円

胸部低線量ＣＴ検査※１ １１，０００円

内臓脂肪ＣＴ検査※１ 　４，４００円

膀胱超音波検査 　２，２００円

ヘリコバクター・ピロリ

抗体検査
　１，１００円

腫瘍マーカー検査（男性） 　４，５１０円

腫瘍マーカー検査（女性） 　６，３８０円

甲状腺機能検査 　３，３００円

　

事業主の皆様へ
年次有給休暇を取得しやすい
環境づくりに取り組みましょう

　働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、

計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計

画的付与制度（※１）や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な

働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇（※２）の活

用が効果的です。

　労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、こ

の春に向けて導入をご検討ください。

　詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いた

だくか、下記電話番号までお問い合わせください。

(※１)年次有給休暇の付与日数のうち、５日を除いた残りの日

数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り

振ることができる制度です。

(※２)年次有給休暇の付与は原則１日単位ですが、労使協定を

締結すれば年５日の範囲内で時間単位の取得が可能となりま

す。

【問い合わせ先】

　岩手労働局雇用環境・均等室

 （☎０１９－６０４－３０１０）

　年次有給休暇取得促進特設サイト→

　

町水道使用に係る
各種届出について

　町水道の使用開始・中止や使用者の名義変更には届出が必要

となります。各種届出の書類は水道事業所に用意しています。

給水開閉栓届は軽米町ホームページからダウンロードできま

す。

　各種変更届は、変更が生じたら速やかに届出をお願いしま

す。なお、印鑑は不要です。

■給水開栓閉栓届

　・水道を使用する、または使用を停止（中止）するとき

　・開栓については、開栓希望日の３日前まで

　 （土日祝を除く）

※ホームページの入力フォームからも受け付けています。

■水道使用者変更届

　・水道使用者名義を変える場合や名義に変更があったとき

■給水装置所有者変更届

　・土地や建物の売買などに伴い、給水装置の所有している者

　　に変更があったとき

※所有者変更の場合公的に証明できる書類が必要な場合があり

ます。

■給水用途変更届

　・住居を店舗として使用したり、廃業等により占用住宅とし

　　て利用するなど、用途に変更が生じたとき

【問い合わせ先】　

　水道事業所・上下水道担当(☎４６－４７４２)

女性限定

子宮頸がん検査（経腟超音

波検査を含む）
５，５００円

ＨＰＶ（子宮頸がん因子）

検査※2
３，８５０円

乳房超音波検査（４０歳以上） ４，５１０円

※１（公財）岩手県予防医学協会BigWaffleへ移動しての受診と

なります。（送迎あり）

※２子宮頸がん検査を受診する方のみ、受診できます。

③軽米町助成（令和７年度助成額）

対象 助成金額

年度内に３５、４０、４５、５５、

６０、６５、７０歳に到達する方
１０，０００円／人

年度内に軽米町指定の５０歳

人間ドックの対象となる方
基本料金分相当

④ＪＡ助成

対象 助成金額

ＪＡ組合員及び家族
２，９００円／人

ＪＡ長期共済契約者

■募集対象　軽米町に住所がある方

【問い合わせ先】

　ＪＡ新いわて　軽米購買店(☎４６－２８１１)

　健康福祉課・健康づくり担当(☎４６－４１１１)
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かるまい文化交流センター
宇漢米館の４月休館日

■休館日(月曜日、月曜日が祝日の場合は翌平日)　

　４月７日(月)、４月１４日(月)、

　４月２１日(月)、４月２８日(月)

　休館日であってもバス待合所はご利用いただけます。

子育て支援広場(ピヨピヨ広場)イベントのお知らせ

　

宇漢米館

イベント 内容 日時 会場

「手形・足型の日」

　お子さんの成長の記録として、手形・足型を残してみませんか？

　毎月第１水曜日としていますが、開設日ならいつでもＯＫです。

　年度末に表紙を作り、持ち帰っていただきます。その場で持ち帰ること

も出来ます。

※他のイベントの日には、出来ないこともあります。

４月２日(水)

９：３０～１６：００

かるまい文化交流センター

「宇漢米館」

子育て支援広場

(ピヨピヨ広場)

「バースデイフォト

の日」

　４月生まれの子の写真撮影をします。お子さんの誕生月の記念として、

親子で写真を撮り、メッセージを書いてバースデイフォトカードを作って

みませんか？

　毎月第１日曜日としていますが、開設日ならいつでもＯＫです。

　撮った写真はその日に持ち帰ることが出来ます。

　是非、ご参加ください。参加費は無料です。

４月６日(日)

９：３０～１６：００

「こいのぼりを

作ろう！」

　５月５日は子どもの日。親子でこいのぼりを作りましょう！

　参加費は無料です。材料はピヨピヨ広場で用意します(シール、マスキ

ングテープ等ある方は持ってきてもＯＫです)。

　都合の良い日にご参加ください！

４月１０日(木)～

１２日(土)

４月１７日(木)～

１９日(土)

９：３０～１５：００

健康ふれあいセン

ター助産師による

「ベビーマッサージ

と育児相談」

　助産師の山本マキ子さんをお招きして、ベビーマッサージを行います。

オイルを使用したマッサージになります。対象月齢は３ヶ月～７・８ヶ月

のお子さんになります。お友だちを誘って参加してみませんか？

持ち物：バスタオル

４月２５日(金)

１０：３０～１１：３０

「ほっとひといき

しましょう！」

　コーヒーを飲みながらいろいろな話をして、日頃の疲れ・育児疲れを解

消しましょう！

　飲み物とお菓子はピヨピヨ広場で用意します。無料ですので、お気軽に

ご利用ください。

４月２５日(金)

１１：００～１２：００

【問い合わせ先】

　かるまい文化交流センター宇漢米館内ピヨピヨ広場（☎２６－８２５０）

　健康福祉課・福祉担当(☎４６－４７３６)

ピヨピヨ広場のお休みのお知らせ

　４月の子育て支援広場（ピヨピヨ広場）のお休みは以下のと

おりです。

　４月１日(火)、４月７日(月)、４月８日(火)、

　４月１４日(月)、４月１５日(火)、４月２１日(月)、

　４月２２日(火)、４月２８日(月)、４月２９日(火)
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会計年度任用職員募集
■職　　種　土木作業員（道路維持業務）

■募集人数　３名

■応募資格　普通自動車運転免許(必須)

　　　　　　現在失業中(離職理由を問わず)で求職活動をして

  いる方、又は雇用期間の終了が見込まれる方

■職務内容　道路維持業務全般

  （草刈り、側溝の泥上げ、道路の維持補修など）

■勤 務 地　地域整備課

■雇用期間　５月１日から１０月３１日まで(６ヶ月間)

■勤 務 日　月曜日から金曜日

■勤務時間　８：００～１６：４５(うち休憩１時間)

■報　　酬　月額　１８７,０００円

■手　　当　通勤手当、期末手当

■加入保険　雇用保険、労務災害、健康保険、厚生年金

■応募方法　履歴書を作成し、写真を貼付のうえ役場・担当

  部署へ提出のこと。

■応募締切　４月１０日（木）１７：００必着(郵送可)

■試　　験　面接試験を行います。

■試 験 日　別途連絡

■試験会場　軽米町役場

【問い合わせ先】

　地域整備課・環境整備担当(☎４６－４７４１)

　

盛土規制法の運用に係る
説明会の開催

　岩手県では、令和７年５月２３日に岩手県全域を盛土規制法

に基づく規制区域に指定し、申請手続き等の制度の本格運用を

開始します。

　円滑な制度運用開始に向け、事業者等を対象に制度の理解を

深めていただくための下記のとおり説明会を開催します。

■日時　４月１８日(金)　１４：３０～

■会場　

　いわて県民情報交流センター（アイーナ）会議室８０４

 （盛岡市盛岡駅西通1-7-1）

【問い合わせ先】

　岩手県県土整備部都市計画課　盛土対策担当

 （☎０１９－６２９－５９２７）

　

令和７年度 布団類の収集月の
変更について

　これまで布団類は１月と７月に収集していましたが、令和７

年度から５月と１１月に変更となります。詳しい日程は、３月

１２日付け区長文書で全戸配布された令和７年度軽米町家庭ご

み収集日程表をご確認ください。

　また、布団、じゅうたん、ブルーシート等を出す場合には、

必ずひもでしばって出していただき、サイズが大きいものは１

ｍ×４ｍの範囲内で切断していただくようご協力お願いしま

す。

【問い合わせ先】

　町民生活課・町民生活担当(☎４６－４７３４)

再掲載

　

「（仮称） ノソウケ峠発電事業　
環境影響評価方法書」 の

縦覧のお知らせ

　青森県八戸市及び階上町、岩手県軽米町及び洋野町におい

て、ＥＮＥＯＳリニューアブル・エナジー株式会社が計画して

いる「（仮称）ノソウケ峠風力発電事業」に関して、環境影響

評価の調査、予測及び評価の方法をとりまとめた「環境影響評

価方法書」を以下のとおり縦覧し、説明会を開催します。

■縦覧書類

　（仮称）ノソウケ峠風力発電事業　環境影響評価方法書

■事業者の名称

　ＥＮＥＯＳリニューアブル・エナジー株式会社

　代表者　代表取締役　竹内　一弘

■対象事業の名称、種類及び規模

 （仮称）ノソウケ峠風力発電事業

 「（陸上　風力発電）最大４５，０００ｋＷ」　

■縦覧場所　軽米町役場１階　町民ホール

■電子縦覧

　https://www.eneos-re.com/news/2025nosouke_houhousho.

php

■縦覧期間　

　令和７年４月４日（金）～令和７年５月９日（金）

■縦覧時間　開庁日の８：３０～１７：００

■方法書に係る説明会

　令和７年４月１９日（土）１８：００～１９：３０　

　笹渡農業構造改善センター

■意見書受付期間

　令和７年５月２２日（木）　※当日消印有効

　方法書について環境の保全の見地からのご意見をお持ちの方

は、書面により提出することができます。意見書の用紙は、縦

覧場所及び上記の電子縦覧のページから入手することができま

す。

■提出方法

　氏名及び住所、方法書の名称、環境の保全の見地からのご意

見を記載し、下記まで郵送又は縦覧場所に設置された意見箱へ

の投函により提出ください。

【意見書の問い合わせ、提出先】

　ＥＮＥＯＳリニューアブル・エナジー株式会社

　事業開発第２本部　開発第１部　開発第２チーム

　東京都港区六本木６丁目２番３１号　

　　六本木ヒルズノースタワー

 （☎０３－６４５５－４９００）

 （土・日・祝日を除く９：００～１７：００）

【問い合わせ先】

　政策推進課・政策企画担当(☎４６－２１１５)


